
地域公共交通計画の一部改定について 

 

１ 概要  

令和６年４月の「乗合バス事業の共同運営システム」の稼働に合わせて、計画の記載内容

を明確化するなど、今年度中に必要となる改定を行うもの。 

 

２ 改定内容 

⑴ 「共同運営システム」の取組に関する記載を明確化（「利便増進実施計画の一部改定」とセット） 

「共同運営システムによる乗合バス事業の再構築に向けた基本方針」を基に、取組に

関する記載を明確化する。 

 ※ 次回以降の協議会において、共同運営システムの稼働を踏まえた本改定を行う予定 

 

⑵ 「地域公共交通確保維持事業」による補助の連動化への対応 

地域公共交通活性化再生法の改正（計画と補助の連動化）への対応として、国土交通省

補助事業「地域公共交通確保維持事業」の申請に関し、新設した“陸上交通分科会”にお

ける協議内容を踏まえ、補助対象路線等について、地域公共交通計画の別紙として位置

付けるとともに、計画の関連部分の文言修正を行う。 

 

３ 改定案 別冊のとおり 

 

＜参考：広島市地域公共交通計画の構成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ部 公共交通体系を実現するための施策 

第１章 機能強化策 

１ バスネットワークの再構築 

  共同運営システムによる乗合バス事業の再構築 

２ 鉄軌道ネットワークの機能強化 

３ タクシーの機能強化 

４ 船舶の機能強化 

５ 交通結節点等の機能強化 

６ 公共交通サービスの向上 

７ 機能強化策一覧 

８ 地域公共交通確保維持事業の補助対象路線等一覧 

第２章 評価指標の設定と評価体制 

第Ⅰ部 目指すべき公共交通体系 
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